事故報告について


　介護保険事業者は、介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることとなっております。なお、介護保険事業者の過失の有無は問いません。
　木津川市内に所在する事業所・施設で発生した事故、または木津川市の被保険者が事故にあった場合は、速やかに(７日以内)木津川市に報告してください。
　また、同時に京都府（山城南保健所）にも報告をお願いします。
　

	【事業者が報告するべき事項】
（１）介護保険適用サービス利用者に関する事故
（２）介護保険指定事業所が関与する不適切なサービス、法令違反事由
（３）事業所が報告するべき内容
　　　①事業所の概要　②利用者　③事故の内容　④事故発生時の対応
⑤事故発生後の対応　⑥再発防止の取組




	【事故の内容（事故の種別）】
①死亡　②骨折　③火傷　④創傷　⑤誤嚥　⑥異食　⑦薬の誤配　⑧感染症※１　
⑨疥癬　⑩食中毒　⑪財物の損壊、滅失　⑫交通事故　⑬従業員の法令違反　
⑭その他※２

※１感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第６条第１項(平成１０年法律第１１４号)に規定する感染症
※２下記例以外にも、管理者等が報告を必要と認めた場合を含む
㋐利用者が行方不明のとき(警察署での保護を含む)
㋑災害等による施設や設備等の損壊により、サービス提供の一時中止や一時縮小をしたとき
㋒利用者やその家族等に係る個人情報が流出又は紛失したとき
㋓その他の事故又は不祥事により、利用者等から苦情が出ている場合






　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜お問合せ先＞
	担当
	木津川市役所
高齢介護課介護保険係

	Tel
	０７７４－７５－１２１３

	Fax
	０７７４－７２－０５５３




